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１．はじめに 

 ユネスコは 1946 年の創設以来、平和と安全に貢献するという目的のもと、教育・科学・文化の領域に

おいて様々な活動を行ってきた。今日では一般的となっている「生涯学習(教育)」も、その活動の一環と

してユネスコが提唱した概念の一つである。この概念は、1965 年に第 3 回成人教育推進国際諮問委員

会で、ポール・ラングランがワーキングペーパーの形で初めて提示したとされる。その後、ユネスコは、

『未来の学習1』（フォール報告書）（1972）、『学習：秘められた宝2』（ドロール報告書）（1996）を公表し、

その推進を図ってきた。また、OECDにおいても、ユネスコの影響を受けリカレント教育が提唱される。 

世界各国は、それに伴い教育政策の中に生涯学習（生涯教育）を導入し進めてきた。日本において

も、この流れを受けて、1981 年の中央教育審議会答申「生涯教育について」に続き、1984 年の臨時教

育審議会においては、答申「生涯学習体系への移行」が出され、生涯学習政策が推進されてきた。 

このような流れを見ると、ユネスコにおいてそれぞれの文書を作成した、ポール・ラングラン、エドガ

ー・フォール、ジャック・ドロールという 3 名および彼らが中心となった委員会の構想が、世界が現在取り

組んでいる新たな教育の枠組み形成に、大きな影響を与えていることは、異論のないところであろう。 

ところで、上記 3名の母国は、いずれもフランスである。報告書に関しては彼らのみが文書を作成した

のではないが、しかし、それぞれの提言は、彼らの母国フランスでの教育をめぐる動向と、何らかの関連

があるのではないのだろうか。彼らは、ユネスコでの役割を担う以前、フランスにおいて活動していた。そ

のことを考えるならば、母国での動向は、少なからず影響を与えているように思われる。であるならば、そ

のような要素は、これらの文書の新たな側面を浮かび上がらせてくれるのではないだろうか。そしてその

ようにして明らかとなった新たな側面は、提言の意味するところを一層深く知るうえで有益であるように思

われる。 

そこで、本稿では、彼らの母国フランスにおける活動や教育改革の流れと提言とを検討することにより、

その関係性を考察し、提言の根底にある思想や意図を再検討していきたい。そしてそこから、日本の取

り組みに新たな方向性を加えるための示唆を得たい。というのも、国際的な動向を視野に入れ、その方

向性を共有することは、経済のみならず教育においてもグローバル化が進むなか、有益なことであると

思われるからである。 
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２．ポール・ラングランの「生涯教育」 

1） ポール・ラングランの歩み 

先述のように、1965年にユネスコの成人教育推進国際諮問委員会で、「生涯教育」についてのワーキ

ングペーパーを提出したのは、ポール・ラングランPaul Lengrand(1910～2003)である。では、ラングラン

とは、どのような人物だったのか。その経歴3を見ることから始めよう。彼は、グルノーブルで 1944 年まで

教育活動を行い、そこで民衆教育の分野で活動していたジョフル・デュマズディエJoffre Dumazedier4に

出会う。国土解放後は、青年・スポーツ・民衆教育視学官を務めるとともに、1945年の民衆教育・文化組

織「民衆と文化Peuple et Culture」の創設に加わり、46 年までこの組織で活動する。その後、モントリオー

ルの大学で教鞭を執り、48 年からはユネスコに活動の場を移した。74 年から 81 年までは、再び「民衆と

教育」に戻り会長を務めている。 

彼の人生の方向性を決定づけたのは、デュマズディエとの出会いと、創設に加わった「民衆と文化」

である。この組織で、ラングランは成人教育への理解を深め、経験を積んでいるからである。この組織

は、デュマズディエが、自らが教鞭を執っていたユリアージュ国立幹部学校5とレジスタンス時代の仲間

とともにグルノーブルで立ち上げたものである。その目的は、創設メンバーが作成した宣言「民衆、文

化」によれば6、教育と文化の民主化によって、「共に」生きる社会を作り上げていくこと、である。そしてそ

のための手段としての教育の開発である。とりわけ、「共に生きる」ということについては、ユリアージュや

レジスタンスで得た一体感を戦後の社会で実現したい、という思いから重視されている。 

フランスでは20世紀初頭、教育と文化において大きな不平等が存在していた。すなわち、出自によっ

て、受けることのできる教育や享受できる文化が初めから異なっていたのである。このような不平等を是

正すべく、数多くの民間団体が成人教育活動を展開していた。また、後述するように、第一次世界大戦

後には公教育改革の動きも活発化していく。1940 年代になると、さまざまな潮流に属して活動していた

人々が、レジスタンス運動をとおして一体となり、「社会正義」を理念に、民主主義擁護と文化・教育の民

主化を実現し、それによって社会を変革していこうとする民衆教育運動の、大きな潮流を形成していくの

である。また、過去に成人教育に携わり民衆教育運動と理念および目標を共有する者たちが、公教育

の面での改革を目指し、両者が相まって大きな思潮のうねりが形成されていった7。ラングランは、このよ

うな時期に、「民衆と文化」での活動を行っていたことになる。 

 

2） 「生涯教育」の誕生と 1950 年代までの教育改革の動向 

 さて、ラングランが示した内容が、今日的な意味での「生涯教育」の始まりであるとされているが、筆者

がすでに他の論考で示したように、「生涯教育éducation permanente」という用語も概念もラングランの独

創ではない8ことを、ここで確認しておきたい。用語は、フランスでは、1956 年に当時の国民教育大臣ル

ネ・ビエールRené Billèresが国民議会に提出した教育改革法案に、すでに用いられている。また、彼

は、この法案を作成するにあたり、民衆教育視学総監ピエール・アランPierre Arents9が示した用語と定

義を参考にしたとされており、以下に見るとおり、その概念もすでに存在している。 

  概念については、教育改革にむけての主要な流れとともに見ていくことにしよう。フランスにおける教

育改革は、1918 年に若手教員グループ「新大学の友」が作成した改革案で示された、出自によって教
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育を区別されない「単一学校」の理念を契機に、その機運が高まる。「はじめからフランス人を二種類の

階級に分けてしまうこと、そして異なる教育によって永遠に彼らをその階級に固定してしまうことは、良識

と正義と国益に矛盾する10」と彼らは述べ、教育の民主化を主張した。そして、この恩恵を受けることがで

きない者への対応として、成人教育を公教育と関連させて位置づける11。 

その後、その流れをくむポール・ランジュヴァン Paul Langevin とアンリ・ヴァロン Henri Wallon によっ

て、1947 年にランジュヴァン=ヴァロンの改革案が作成される。この案の理念は、「社会正義」に則った

「教育の民主化」であり、それによる社会改革である。序文には、「第一の原則は正義の原則であり、

（略）これは他のすべての原則に勝る」と記され、次のように続く。 

 

すべての子どもには、家庭や社会や民族の出自がいかなるものであろうと、各人格がうちに秘めて

いる力を最大限に発達させる権利が平等にある。子どもたちにたいして、能力以外の限界を存在さ

せてはならない。教育とは、従って、すべての人に、発達の可能性を平等に与え、文化に接する道

を開くのでなければならない。そして、最も才能ある者たちを民衆から引き離してしまう選別によっ

てよりは、国民全体の文化レベルを継続的に上昇させることによって、教育は民主化されるのでな

ければならない。12 

 

言い換えるなら、すべての人間が自ら持つ能力を最大限に発揮し、最高の自分となっていくこと、そし

て尊厳をもって人間らしく生きること、すなわち、人生を自らで決定することを可能にする、それが、教育

の役割なのである。そして、一部の国民ではなく国民全体のレベルの上昇によって、国民がともに力を

合わせて社会を構成することにより、社会は分断ではなく統合へと向かい、発展するのである。そのため

に必要な措置として強調されたのが、次の点であった。すなわち 1)現実社会と乖離し閉ざされた社会と

なっている学校教育を、新たな教育方法と内容で刷新する、2)一部の限られた優秀な者のみではなく、

国民全体のレベルを教育によって上昇させる、3)初期教育で得たものをそのまま生涯使い続けるので

はなく、急速に変化する社会と技術に合わせて「生涯にわたって」発展させていく、4）その担い手として

の高等教育機関を含めた教育機関の役割の刷新、5）文化的目的を有するすべての組織の参加、であ

る13。また、細分化し高度化していく技術と職業が招く、人間の孤立と非人間化を危惧し、そのような事

態を招かないためにも、学び続けることの必要性が説かれる14。改革を推進していた政権の崩壊により、

この法案が目指す改革は実現には至らなかったが、その革新性は大きな反響を呼び、その後の改革案

の方向性を決定づけることとなった。 

このような動きを受けて作成されたのが、先に言及したビエールの改革案である。ビエールの改革案

の「提案理由説明」第１部第４項目は、「学卒後生涯教育による学校活動延長の必要性」と題され、次の

ように記されている。 

 

   我々の社会構造や学校教育構造においては、今日までのところ、金銭上の問題、免状、年齢制限

によってうち立てられた障壁のために、能力や関心の発達が多様なリズムに従っている人々に、知

的、職業的に向上する機会を彼らの一生をとおしては与えることができないのは、きわめて残念な
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ことである。その一方で、文芸、芸術、科学そしてその他の人間活動がもたらす最も洗練された喜

びを、知性と富に恵まれた少数の者たちの占有にしておくことはできず、すべての市民、すべての

勤労者が、彼らの社会状況に関わらず、完全に、手にすべきであるという考えが、人間としての尊

厳の感情、ますます強くなる平等についての意識、現代社会における労働時間と余暇の時間の一

層確実な均衡によって、一般化した。（略）国家の全構成員は、彼らの文化＝教養によって責任あ

るそして有用な地位についている人々でも、そのような人々こそ、目もくらむほど急速に変化する社

会の歩みに従うために努力しなければならないということを、今こそ、はっきりと認識すべき時であ

る。（略）生涯の間に、学校へ、しかも何度も、戻るべきである。なぜならば、取得した免状は、目的

としてではなく、出発点としてのみ見なされるべきだからである。15 

 

 そして以上の考察から、生涯教育として、スポーツ・体育、知的教育、市民・道義教育、職業・技術教

育が提案されている。ここには、「社会正義」という視点に立った教育の民主化とそれによる社会構造の

変革、「うちに持つ能力を開花させる、各自のリズムに合致した教育」、「急速に変化する社会に対応す

るための生涯にわたる教育の必要性」、そして「人間としての尊厳を手にし、人間らしく生きる」という、ラ

ンジュヴァン＝ヴァロンの改革案の理念と方向性が受け継がれていることを、明瞭に読み取ることができ

る。さらに次の点が加えられている。すなわち、1)教育を短期間しか受けることのできなかった者たちに、

再び学校に戻る機会を与える必要性、2)既に高い知識と文化＝教養を備え、社会的に有用な地位に

いる人々も生涯にわたって学習する必要性、である。というのも、学校は、完全な知識の総体を提供す

るのではもはやなく、「取得した免状は、出発点としてのみ見なされるべきである」との認識に立っている

からである。「生涯の間に、学校へ、しかも何度も、戻るべきである。」という認識は、後のリカレント教育を

想起させるものでもあろう。 

 また、この改革案は、民主主義社会に生きるにあたり、「各市民は、当面の問題を分析し理解する能

力、力を増し続けるプロパガンダが示す解決策を批判する能力を持たなければならない。16」とし、学校

教育の役割として、批判能力を養うことの重要性も示される。 

そして、国が行う生涯教育の業務として次のものが示される（第５章「生涯教育について」第 17条)。す

なわち、1) 修学期間中に行われた教育行為を多様な側面から、継続、維持、補完する、2) 多様なレベ

ルの職業知識を維持し発展させる、3) 労働者が社会的職業的序列において上昇することを可能にし、

最も能力のある者には高等教育を受ける手段を与える、4) 経済状況や技術の進歩のために職業を変

えざるを得なくなった成人の適応や転職を容易にする、である。 

上記第一項目は、提案理由説明の第２部第３章「学校後および生涯教育」によれば、次のような説明

がなされている。つまりそれは、修学期間中に適切な方法によって子どもたちに抱かせた強い好奇心

と、知識を充実させ続けようという気持ちを学卒後も満たすことであり、そのためには、生涯教育で用い

られる教育方法と内容は、学校教育でのものとは異なること、つまり、知識を与えるのではなく、自ら考え

行動することに力点が置かれている。従って、この側面での生涯教育には、劇場、博物館・美術館、図

書館、レコードライブラリーなどの文化施設が参加することが求められている17。また、ここには、生涯教

育を支えるために、「学ぶことを学ぶ」場としての学校像が打ち出されている。 
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 上記第三項目は、次のように説明されている。「技術の有効性への配慮と同時に、社会正義への配慮

から、(略) 各人が、それに値するのであれば、職業的序列で最も高い位置に到達できるようにするとい

うことは、民主主義にとっての義務である。(略) 勤労者が、はじめに辿った道がいかなるものであれ、能

力と意志があれば、新しい知識を獲得できるということが必要である。18」すなわち、これは、人生の一時

期に限定された初期教育がすべてを決定してしまう従来のシステムにたいして、個人の発達のリズムを

考慮し、「社会正義」の観点から、学卒後にも機会を与え、個人が内に持つ能力を最大限発揮できるよ

うなシステムと社会の構築を明瞭に示した項目なのである。ここにおいて、生涯教育には、初期教育と

同等の重要性が付与されていることが、注目に値しよう。 

 

3） ラングランの「生涯教育」 

 それではラングランが、1965 年にユネスコで作成したワーキングペーパーのなかで提唱した、「生涯教

育」概念を確認してみよう。以下、1970 年に出版された『生涯教育入門』19からその骨子を簡単に記して

おこう。 

従来の教育形態は、急速に変化する科学技術や社会状況の中にあって、現実と教育の間に乖離が

生じ、変化に対応できなくなっている。そこで、初期教育を含めた教育構造全体の改革が必要となる

(pp.29-44)。教育の真の意義とは、「全生涯を送るにあたって充分な知識と技術の蓄え」を与えるのでは

なく、「人生における様々な経験をとおして常に一層自分自身となっていく存在というものの発展」に寄

与することである (p.45)。従って、学校は、「学ぶことを学ぶ」場に変容することとなり、知識偏重の初期

教育の変革が必要となる(pp.82-86)。生涯教育は、「伝統的な教育の単なる延長ではなく(p.57)」芸術、

スポーツおよび市民教育とともに資格修得学習、教育訓練、再教育に関するさまざまな可能性を提供

することでもある(pp.54,57-73)。また、これからの社会においては、1)「教育が、学校という枠組から抜け

出し、人間活動の領域全体を占める」ことが必要であり、2)発達のリズムに合わせて、生涯にわたって訓

練を受け、練習を積むことができるようにすることが重要である(pp.60-61)。そのためには、企業側の取

り組みのほか、図書館、博物館、文化センターなどの施設の充実、学校や大学などの既存教育施設の

開放、そのための指導者の養成が必要である(pp.79-81)。 

ここで示されているのは、1)技術革新や社会の変化に対応した新しい教育とそのための教育システ

ム全体の変革、2)学校の「学ぶことを学ぶ」場への変容、3)人生の一定期間に限定された教育から生

涯にわたる教育へ、4)伝統的な「教育」概念の枠組みからの脱却と領域拡大、5)生涯にわたる教育を

支える施設整備と指導者の養成、であろう。 

さてこのように見てくると、ラングランが提唱する「生涯教育」の骨子は、先に見たランジュヴァン=ヴァロ

ンの改革案に提起された問題や内容と、大枠において同様のものとなっている。また、56 年に示された

ビエールの改革案を考え合わせれば、ラングランの概念と極めて類似した内容となる。すなわちラングラ

ンは、1930～40 年代以降、フランスに巻き起こった教育による社会変革の大きな思潮のうねりのなかに

身を置き、問題意識を共有していた。その共通の問題意識から、40 年代以降、関係者全体から生涯教

育概念の原型が誕生し、ラングランは、そのようにして誕生した「生涯教育」を、ユネスコを通じて、世界

に発信したと考えられるのである。ちなみにユネスコはパリに本部を置いている。従って、ユネスコに活
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動の場を移してからも、情報交換は容易であっただろう。 

 

３．エドガー・フォールと『未来の学習』 

1） エドガー・フォールと教育改革の動向 

 エドガー・フォールEdgar Faure(1908～1988)は、1971 年にユネスコの教育開発国際委員会委員長に

就任する。そして、72 年に『未来の学習』が提出される。では、この任にあたる前、彼の母国での活動は

どのようなものだったのであろうか。簡単に経歴20を見てみよう。 

教育が活動の中心舞台であったポール・ラングランとは異なり、彼の活動領域は司法と政治であった。

弁護士として活動を始めた彼は、第 2 次世界大戦中に当時アルジェリアにいたシャルル・ド・ゴールと出

会い、政治へと活動領域を広げていく。その政治的な立ち位置は主として急進社会党であるが、ド・ゴ

ールにも近い存在であった。第 4 共和制時代には、首相を 2 回務めるほか、財務大臣や外務大臣を担

当する。第 5 共和制に移行後も、財務大臣、農業大臣、国民教育大臣、社会問題担当国務大臣、国民

議会議長など政府の要職を歴任している。 

この中で注目したい時期がある。第一に、首相を務めた 1955 年から 56 年、第二に、国民教育相を務

めた 68 年から 69 年までである。56 年は、前章で言及したルネ・ビエールによる改革法案が提出された

年である。この案は、フォールの内閣で提出されたものではないが、急進社会党という与党の中で認識

は共通していただろう。この案は、第４共和政の終焉とともに廃案となり、初等・中等教育は、その後 59

年にジャン・ベルトワンによってランジュヴァン＝ヴァロンの流れに沿って大規模な改革が行われた。し

かし、改革が同様に急務であった高等教育についてはなかなか進まず、生涯教育もビエールの案よりも

後退したものとなっていた。 

59年、当時の首相ミシェル・ドブレは、社会的地位向上関連法案を国民議会に提出した際に、次のよ

うに発言している。 

 

 我々の経済・社会体制の欠点の一つ、我々の大学における硬直性による欠点の一つは、多くの人

が、たとえ成功の条件－知性、労働への強い意志など－を内に秘めているとしても、現在の状

況よりも上に行かれないということなのだ。彼らは、免状を取得することももはやできないし、社会的

な階層での上昇を可能にしてくれる機関に行くことも難しいことが多い。21 

 

ここで強調されているのは、社会正義に則った教育・経済・社会改革である。とりわけ、内に秘めた能

力を各人のリズムに応じて最大限に伸ばし、それによって「社会的地位向上」を可能にする、高等教育

の抜本的改革を含めた、教育・経済・社会体制の変革の必要性が明確に語られている。 

さて、次に、フォールが国民教育相を務めた時期を見てみよう。1968 年は、いわゆる 5 月革命が起き、

学生たちによる異議申し立てが行われた時期である。その直後の 7 月に、ド・ゴール大統領から請われ

て彼が国民教育相に就任したのである。その任務は、長い間懸案となっていた高等教育の改革であっ

た。1968 年 11 月 12 日に制定された高等教育に関する方針法は、フォール法と呼ばれている。この改

革法は、大学を中心とする閉鎖的で旧態依然とした高等教育機関の在り方を、時代に即した形に抜本
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的に規定しなおすことを目的とし、あらたな組織・運営形態、業務内容などを示している。なかでも、特

に着目すべき新たな業務が加えられている。それは、第 1 章「高等教育の業務」第 1 条に見られる次の

記述である。 

 

   高等教育は、卒業生および、学業を継続できなかった者に対して門戸を開き、彼らの能力に応じ

て、彼らが昇進の機会を改善し、職業活動を変更できるようにしなければならない。大学は、とりわ

け知識普及の新たな方法を活用することによって、あらゆるカテゴリーの住民を対象とする生涯教

育とそこに内包されうるあらゆる目的のために、協力しなければならない。 

 

さらに、23 条には、1) 大学は、大学での資格所持者か否かに関わらず、職業生活に既に入っている

志願者を、その能力を認定した後、受け入れる、2) 大学は、彼らが育成教育あるいは技能再開発教育

を受け、対応する免状を取得できるようにする、ことが記される。 

ここに、生涯教育(学習)が大学の基本業務として明記されたのである。また、23 条を受けて 69 年には

バカロレア(中等教育修了兼高等教育入学資格)を持たない者を対象とした大学入学特別試験が設置

された22。ここに示されている高等教育の新たな姿は、順調に免状を取得してきた、限られた者のみを

対象とした高等教育機関から、能力と意欲があればいつでも誰にでもアクセスが可能な、教育の民主化

に基づく「社会的地位向上」や「第 2 のチャンス」に貢献する、開かれた高等教育機関である。そしてま

た、すでに職業生活に入っている者が、必要に応じ職業生活と学業生活の往復を可能とする、柔軟な

高等教育の姿、旧来のアカデミズム中心から脱却した高等教育でもある。 

この改革法と、ビエールの改革案を比較してみると、その内容がきわめて近いことに気づくのではな

いだろうか。すなわち、フォール法の根底にあるのは、社会正義に則ってすべての人が高等教育も含め

て平等に教育を受ける権利であり、それによって人間としての尊厳を得て自らの能力を発揮し人間らし

く生きていく、そのための手段としての教育という考えである。そして、そのように各自が社会において能

力を最大限発揮することにより、経済と社会を発展させていく、という考えである。この経済・社会と結び

ついた教育という視点は、ビエールの改革案にすでに見られたものであるが、経済発展により得た富を

再分配し、物心両面において社会全体の発展へつなげるという、当時のド・ゴール政権の方針とも重な

っている。 

  このような流れの中で、フォール法を受けて、1971 年 7 月 16 日法「生涯教育の枠内での継続職業育

成教育の組織化について」が制定された。これは 59 年から検討され、部分的に制定されてきた法律の

集大成的な意味を持つものだが、新たに規定された大学での業務を含む生涯教育政策全体が実効性

を発揮できるよう、教育休暇など制度面の整備が図られた。この法律は冒頭で、「生涯職業育成教育 la 

formation professionnelle permanente は国の義務である」ことを明記している。そして、教育を初期教育

と学卒後教育とのトータルで捉え、それを生涯教育と考える視点が示されたうえで、継続教育の目的とし

て、1）技術や労働条件の変化に勤労者が適応できるようにする、2）様々なレベルの文化や職業資格を

身につけることによって社会的地位向上を促進させる、3）それによって、人々が文化的、経済的、社会

的発展に貢献できるようにする、ことが挙げられる（第 1 条）。 
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 以上のような改革の動きを踏まえたうえで、ユネスコのフォール報告書を見てみよう。 

 

2） 教育開発国際委員会報告書『未来の学習』 

 この報告書は、1970 年代すなわち来るべき 10 年の教育像を構想する目的で、7 名の委員により作成

された。以下、その概要23を示そう。 

 現代の教育と社会の現状とのあいだに乖離が生じ、「若い時期に、生涯を通じて通用するような知識

や技術を獲得するという考え方は、時代遅れ」(p.80)である。また、技術を含めすべてが大きく変化して

いる現代のような社会においては、人間は、その一体性、未来、人間らしさとしてのアイデンティティを失

う恐れがある、言い換えるなら「非人間化」を招く恐れ(p. xxv)がある。従って、そのような状況に対処する

ためには、抜本的な改革が必要である。その目標とするのは「教育都市(学習社会)24」であり、それは、

教育と社会的・政治的・経済的構造とが緊密に結び合って生まれるものである(p.186)。 

 この新たな社会を実現するために何よりも重要なのが、生涯教育である(p.205)。そしてそれを支えるの

が基礎教育であり、その後の自己学習に備えた教育内容が必要となる(p.207)。「重要なことは、各人が

どのような道筋をたどったかを知ることではなく、何を学び、何を獲得したかを知ること」であるから、あら

ゆる形態の教育が等しく有効であると認められることが必要である(p.210)。具体的には、教育制度の中

に設けられている様々な段階を隔てる境界とともにフォーマルとノン・フォーマルを隔てる境界の撤廃、

そして、リカレント教育の導入である(p.214)。この措置によって、伝統的に必要とされてきた教育を修了

していなくとも高等教育を受けることが可能となり、また、異なる形態の教育間の移動が可能となる。さら

に、リカレント教育の導入によって、いったん勤労生活に入った者が、再び教育を受けることが可能とな

る(p.214)。そして、そのための法的な措置として、教育休暇の設置を求める。 

 このような教育をささえる基本原則として、1）生きることを学ぶ、2）生涯を通じて新たな知識を獲得でき

るように、学ぶことを学ぶ、3）自由にかつ批判的に考えることを学ぶ、4）世界を愛し、それをいっそう人

間的なものにすることを学ぶ、5)創造的仕事を通じてその中で自分の能力を発揮することを学ぶ、を挙

げている(p.80)。 

 また、経済開発については、とくに、「それが特権の撤廃や人々の間にいっそうの公正さがもたらされ

る場合にのみ、意味を持つ(p.34)」と記している。つまり言い換えるなら、教育が経済に寄与することを否

定するのではなく、不平等をもたらす利益追求型の経済開発、そしてそれを助長する教育を否定する。

この報告書が提示する教育と経済開発の関係は、各人が内包する能力を最大限に発揮することに教育

が貢献し、すべての人が社会での役割を果たすこと、そしてそれが社会や経済の発展につながり、最終

的に、人々が人間としての尊厳を持ちながら生きていく、一層民主的な社会の実現につながる、という

形なのである。 

 初期教育とその後の教育をトータルで考える視点、また、新たな教育を支える基本原則、および、経

済開発と教育との関係は、ビエールの改革案ですでに示されていたものとの共通点を見いだすことがで

きる。さらに、教育休暇の設置などは、1971 年７月 16 日法「生涯教育の枠内での継続職業育成教育の

組織化について」ですでに法制化されている。 

 また、上述の概要を見てわかるとおり、この報告書でとりわけ求められているのは、生涯教育を進める
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ための高等教育の抜本的な改革である。すなわち、教育概念の転換と拡大、高等教育の多様化と民主

化、フロント・エンド・タイプの教育からの脱却、である。具体的には、すでに勤労生活に入っている者、

学業を中断した者、伝統的に必要とされてきた入学資格を有しない者、が高等教育機関で学ぶことを

可能にすること、また、高等教育機関で扱ってきた旧来のアカデミックな知識の転換、さらに、高等教育

機関以外で得た知識や技能を同等に評価すること、を求めているのである。ここにおいても、前述のフ

ォール法で示された方針との共通性を見ることができるだろう。 

 このように全体を見てくると、この報告書の背景には、フランスでの教育改革の動向が反映していると

考えることができる 25。教育機関のみではなく、他の諸機関も含めて生涯にわたる教育を支える社会を

築く必要性は、すでにランジュヴァン=ヴァロンおよびビエールの改革案にその萌芽を見ることができる。

また、フランスでの教育改革の基本理念は、教育の民主化により出自や生まれ育った環境に左右され

ずに教育を受ける権利、生涯の一時期の結果で人生が決定されるシステムの変更、および「第 2 のチャ

ンス」とともに「社会的地位の向上」を可能にする社会正義の実現と社会の変革であった。言い換えるな

ら、外的な要因に左右されることなく人々が自らのリズムに合わせて最高の自分へと成長し、そして、能

力を最大限に発揮し、人間の尊厳を尊重しながら人間らしく共に生きる社会を形成すること、であった。

フランス語版の報告書名となっている「存在することを学ぶapprendre à être」とは、「人間らしく存在するこ

とを学ぶ」ことである。「人間らしく存在する」とは、単に生存することではなく、人間としての尊厳を持って

すべての人が内に持つ能力を最大限に伸ばし、それを発揮して生き、社会に参加し、また、社会を形

成することである。教育はそのために貢献することが、主要な役割なのである。このような認識は、フラン

スでの理念に重なるものであるだろう。委員会事務局には、ポール・ラングランも加わっており、この報告

書には、1930年代からフランスで醸成されてきた教育に対する考え方が受け継がれている、と言うことが

できるだろう。 

 

４．ジャック・ドロールと『学習：秘められた宝』 

1） ジャック・ドロールの歩み 

 ジャック・ドロールJacques Delors（1925～)の歩んだ道は、上記二人よりも変化に富んでいる26。彼は、

高校生の頃から、キリスト教民主主義の立場で政治活動を始め、戦時中はレジスタンス運動に参加して

いる。バカロレア取得後は、一勤労者として銀行で働きながら、勉学を継続し学士号を取得する。フラン

スキリスト教民主同盟に籍を置き、銀行では組合活動を行うとともに、社会的には、1952 年から参加した

民衆教育団体「新たな人生 La Vie Nouvelle」で精力的に活動を行った。 

この「新たな人生」という団体について、少し見てみよう27。この団体は、キリスト教的ヒューマニズム精

神を基盤にして、1947 年に結成された。その理念と目標は、不平等、不公正、貧困、排除に対して闘い、

唯一無二である各人の人間の尊厳を守り、人間が人間らしく存在できるようにすること、そしてそれによ

って人間存在が自らの限界を乗り越えて、その能力を最大限に発揮できる社会を築くこと、世界を友

愛・平等・連帯に基づく社会にすることである。ドロールは、この理念と目標に共感し、この団体で中心

的な役割を果たし、1959 年から 1965 年まで、民主主義と社会主義の調和を目指す機関誌『市民 1960：

政治的・経済的・社会的教育誌』(後に『市民 60』に名称変更)の統括者を務めている。 
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このような活動を行うなか、1962 年に国家計画統括委員会の社会福祉・文化業務担当主任として抜

擢される。そして、69 年からは、シャバン＝デルマ首相の顧問となり、前述の 1971 年７月 16 日法「生涯

教育の枠内での継続職業教育の組織化について」を策定する。69 年から 73 年までは、「職業教育およ

び社会的地位向上のための省庁横断委員会」事務局長も務めている。すなわち、彼は、フランスでの社

会的地位向上の理念を推し進め、生涯教育（学習）政策の法整備を図った中心人物だったのである。 

その後の歩みは、74年に社会党に政治的立ち位置を変え、フランソワ・ミッテラン大統領時代の 81年

から 84 年に財務大臣を務めた。その後、85 年から 94 年（95 年 1 月）まで欧州委員会委員長を務め、

シェンゲン条約調印、マーストリヒト条約調印、単一通貨導入へ向けての準備作業など各国間の障壁を

取り払い一つのヨーロッパを建設するという、EU の基本政策策定と推進に尽力している。 

そして、一部時期が重なる形で 92 年から 99 年まで、ユネスコの「21 世紀のための教育国際委員会」

委員長を務め、96 年に報告書『学習：秘められた宝』を提出する。 

  

2） 70 年代から 90 年代の教育改革 

フランスでは 70 年代以降、特に 80 年代に大規模な教育改革が実施される。ここでは、主要な流れ

のみを示すことにする28。中等教育に関しては、75 年 7 月 11 日には「教育関連法」（アビー法）が制定

される。この法律は、初等教育段階で進路を決定していたシステムを中等教育に変更したものであり、

「単一学校」の理念やランジュヴァン＝ヴァロンの理念を推し進めたものである。その後の改革では、

学業不振問題に対する対策がとられ、実質的な平等をはかる方向へと進む。その第一段階として、教

育の地方分権化が進むなか、81 年に教育優先地域（ZEP）政策が導入される。これは、学業不振と社

会的・文化的・経済的に恵まれない住民の多い地域には関連があるとの認識から、そのような地域に

集中的に予算と人員を配分する政策である。この際に、地域全体での教育活動という方針が導入され

た。 

85 年には、従来の普通バカロレアに加え、技術バカロレアや職業バカロレアが新設される。これは、

「2000 年までにバカロレア水準に達する者を当該年齢の 80％に増加させる」という計画に合わせた措

置だが、ここには、技術教育や職業教育にも同等の価値を与えるという方針を見ることができる。さらに、

職業経験認定措置(la validation des acquis professionnels、以下VAP )が導入され、中等教育で取得

可能な職業資格および技術バカロレア、職業バカロレアが、正規課程を経ずに職業経験のみで取得

可能となった29。また、89 年にはジョスパン法によって、一部の中等教育機関で職場体験などを取り入

れた交互教育が始められる。 

 高等教育に関しては、84年に「高等教育に関する1984年 1月26日法」（サヴァリ法）が制定される。

この法律は、元老院での法案説明によれば30、68 年のフォール法の原則を維持しながら、さらに、より多

くの人々が高等教育にアクセスできるようにすることを目的としている。その大きな改革点は、以下のとお

りである。1）継続教育が初期教育と同等に位置づけられ、主要業務とされた（第 1 章、第 4 条）、2）初期

教育課程の成人への開放（第 5 条）、3）初期教育課程受講要件としての過去の職業経験認定（第 5

条）、である。そしてこの法律の制定を受け 85 年８月 23 日には運用細則であるデクレが発布され、高等

教育においてもVAPが実施される。この措置によって、職業経験や研修受講歴などが認定されることと
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なり、本来必要とされる免状や資格がなくても、認定されれば高等教育の初期教育課程で勉学を再開

し、かつ初期教育課程で授与される国家免状や資格を取得することが可能となった。特に、「教育シス

テム以外の場で個人的に修得した知識や技能」も認定対象とされ、ノン・フォーマル、インフォーマル学

習による成果も認定の対象となった。これはどのレベルにも適用される。また、この措置はバカロレア未

取得者にも適用されるため、それ以前は必須であった大学入学特別試験を経ずに、大学の初期教育

課程での学習も可能となった。93 年にはさらに発展させた職業経験認定措置VAP93 が導入される。こ

の措置によって、最低５年の職業経験をもとに、対応する授業の累積可能単位あるいはモジュールの認

定が免状取得必要単位総数マイナス１単位まで可能となった。これらの措置をもって、フランスの高等

教育機関は、多様な学習を同等に評価し、かつ開かれたものへと大きな転換を遂げていくこととなる31。 

 このような一連の改革からは、伝統的に受け継がれている教育の民主化の理念とともに、フォール報

告書で示された方向性をも具現化されていることがわかる。すなわち、フランスの教育改革においては、

両者は連動しているということができる。 

 

3） 21 世紀教育国際委員会報告書『学習：秘められた宝』 

 この報告書は、21 世紀を展望する教育のあり方を示す目的で、1996 年に委員長に加え 14 名の委員

によりまとめられた。以下、ドロールの署名入りの序文を中心に、その概要32を見てみよう。 

 現代社会は、急速に進行するグローバル化のなかでさまざまな問題と軋轢、それにより生じる不公正

の拡大に直面している(pp.14,39)。また、情報化も急速に進展している(p.15)。しかし、我々は、国・地

方・町・地域など多様な共同体に加え、グローバル化による「地球村」においても共生していかなければ

ならず、それが民主主義の中心課題である(pp.12,38-40)。このような状況において、社会をいっそう住

みやすく公正なものとするために、教育の使命とは、「すべての人が、例外なく、その能力や内に秘める

創造性を発揮し、自らの人生に責任を持ち、人生設計を実現できるようにすること」である(p.14)。 

そして、そのために必要なのが、「生涯にわたる教育 l’éducation tout au long de la vie を社会の中心

に据えること(p.17)」である。このような社会を実現するためには、基礎教育の充実、職場体験などを取り

入れた中等教育の多様化、教育の地方分権と地域社会の参加、高等教育改革が求められる(pp.21-26)。

将来の展望が閉ざされることなく、やり直しがいつでも可能となることが、重要なのである(p.29)。これに

関連し、学業不振に取り組むことが緊急課題である(pp.152-153)とともに、学卒後とくに職業生活で取得

した技能を、大学を含めた正規の学校システムのなかで認定することが必要となる(p.155)。しかし、教育

は、技能習得資格として経済に貢献するだけではなく、各人が内に秘めた才能や能力を開花させること

が、使命である。したがって、「生涯にわたる教育」とは、個人の調和のとれた継続的な発展をもたらす

条件としてとらえることが重要である(p.87)。この生涯にわたる教育は、1)知ることを学ぶ、2)なすことを学

ぶ、3)ともに生きることを学ぶ、4)存在することを学ぶ、が柱となる(pp.17-19)。 

「知ることを学ぶ」とは、生涯にわたる教育を活用できるように、学ぶことを学ぶ、ことである。「なすこと

を学ぶ」とは、職業資格だけではなく、多様な事態に対処する能力やチームで働く能力を身につけるた

めに学ぶことである。「ともに生きることを学ぶ」とは、多元主義と相互理解と平和の価値を尊重して、共

に生きることを学ぶ、ということである。グローバル化が進み相互依存の関係が深まる一方で、差別や偏
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見、対立が今なお存在するなか、この「共に生きることを学ぶ」ことが、何よりも重要である。「存在するこ

とを学ぶ」とは、人格をいっそう開花させ、自律心、判断力、責任能力をもって行動できるように「存在す

ることを学ぶ」のである。（第 2 部第 4 章） 

  この報告書は、これまでの改革が思うような効果を上げることができていない現状を踏まえ、理念中

心ではなく、いかに改革を進めるかという点にも配慮されている。従って、各国の多様な現状や課題を

考慮し、改革を実施するにあたっての指針にも章が割かれている。また、エピローグには各委員の意見

が載せられおり、報告書の体裁そのものが多様性に配慮した形となっている。 

しかし一方で、今後の方向性として示されたもののなかに、フランスやEUでの政策が、随所に見いだ

されるのも事実である。第一に、この報告書が示した理念は、それまでの報告書の流れを受け継いでい

ることは言うまでもないが、とくに上記４本の柱は、ドロールが活動してきた民衆教育団体「新たな人生」

の掲げる理念と極めて近い。４本柱の中で、特に重要だとされた「共に生きる」、すなわち多様性を尊重

しながらの連帯・統一という理念そのものが、「新たな人生」で活動を続けてきたドロールの信念である。

そしてまたそれは、彼が政策策定を担ってきたEUの基本理念であるとともに、フランスにおいても、1989

年から多様性を尊重した中での統一という統合政策がとられている。また、国際協力に関してモデルと

して挙げられているのは、EUの取り組みである。教育改革そのものについて挙げれば、中等教育改革

に示された内容はすでにフランスで 70～80 年代に実施されてきたものである。また、高等教育に関して

は、サヴァリ法とその後に実施されたVAPを念頭に置いていると考えられる。さらに、この取り組みは、

EUにおいても、フランスの例を参考に 1995年から検討が始まった33。EUの教育政策に対する本格的取

り組みは、93 年に公表されたいわゆるドロール報告書『成長、競争力、雇用』に始まるとされている34。そ

してこの中で生涯学習が経済・社会発展の主要な方策とされ、以後EU の教育政策はこの方向で進め

られていくのである。 

このようにして見てくると、『学習：秘められた宝』が念頭に置いている今後の教育の方向性には、フラ

ンスおよび EU の姿が投影されているように思われる。この委員会での検討を進めるにあたっての資料

提供、考察、報告書作成に関し、多大な貢献をした協力者として元フランス高等教育局長・パリ大学ド

ーフィーヌ校教授のダニエル・ブロンデルの名が特記されている(p.295)。彼女は、95 年までドロール委

員長の特別顧問を務めたと記されており、このような状況を考慮に入れると、この報告書の議論の背景

には、やはりフランスのヴィジョンが反映されたことが十分考えられる。 

 

５．おわりに 

 以上、ユネスコの生涯学習に関する代表的な３点の文書を、フランスの教育改革の動向と併せて検討

してきた。そこから、ユネスコが提唱してきた「生涯学習（教育）」および「生涯学習を中心とする社会」に

は、その基本理念や概念形成に、フランスにおいて、とくに 1940 年代から活発化し実施されてきた教育

改革の動向が反映されていることが、明らかになったと思われる。すなわち、その基本理念は社会正義

であり、誰もが外的要因に左右されることなく平等に教育を受けることができる社会の実現である。その

上で、何よりも重視されているのは、誰もが自らのリズムに合わせて生涯にわたり、うちに持つ能力を最

大限に発展させ、それを発揮できること、そして人間らしく、人間の尊厳を持って社会に参加し、共に生
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きていくこと、さらに、そのような社会を実現することなのである。生涯学習の役割とは、そのような目的に

寄与することなのである。各時代、各国の置かれた状況により、とるべき方策は一様ではないが、それが

ユネスコの目指す生涯学習のヴィジョンであると言えるだろう。 

 そしてまた、検討した文書がフランスや EU の教育政策との関連および連動を示し、かつ、それらを進

むべき方向性のモデルとして想定している、ということも明らかになったと思われる。大きな特徴を挙げ

れば、習得した学業をどこでも認定するシステム、多様な知の同等な評価を含む大胆な高等教育改革

などである。 

 EU には 2013 年現在 28 か国が加盟し、さまざまな課題を抱えながらも巨大な共同体を形成している。

さらに、EUの教育政策にはフランスが大きく関与していることを考えるならば、この両者の動向は視野に

入れておく必要があるのではないのだろうか。というのも、このような大きな地域がとる政策は、アメリカと

並んで大きな影響力を持つからである。経済のみならず、すべての分野でグローバル化が進み、交流

が活発になるなか、教育もその例外ではないだろう。 
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